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お客様各位         2009年10月吉日 
 
 

台湾向けTHC 改定のご案内 
 
 
拝啓 貴社益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 
平素は、弊社に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 
 
さて、この度日本/台湾航路における各船会社によるTHC の値上げに伴い下記の通り 
改定させていただきます。 
上記に伴い、輸出LCLのCHC も改定となっております。その料率につきましては、 
各業務担当者へお問い合わせ下さい。 
つきましてはお客様各位のご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
 

 
記 

 
名称   ：  THC 
 
課微額 ：    新規 (10月1日より)                 現行    

JP¥24,200/20’                  JP¥11,000/20’ 
JP¥42,200/40’   JP¥16,500/40’ 

 
 
適用開始日 ： 平成21年10月1日出港より適用 
 
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。 

以上 


